
（別紙２） 

令和８年度ひめボス推進プラザ運営事業 

企画提案書審査基準 
 

書
面
審
査 

事業目的の 

理解 

・事業目的を正しく理解し、目的に沿った的確な提案内容と

なっているか。 

１５点 

(６点) 

事業実施能力 

・次世代育成支援対策推進法、育児・介護休業法等の労働関

係法令や女性の職業生活における活躍の推進に関する法

律等に関し十分な知識を有しているか。 

・事業実施に必要な組織体制、県からの照会・協議に円滑に

対応できる体制の確保が可能か。 

２０点 

(８点) 

事業の計画性 
・実施体制やスケジュール等から、設定された成果目標の着

実な達成が見込めるか。 

１５点 

(６点) 

事業内容の 

効率性 

・関係機関との連携など、効率的な事業展開となっているか。 

・県内企業に対するひめボスの普及・拡大や、女性活躍推進、

両立支援及び働き方改革の意識啓発や助言の効果を高め

るための工夫がなされているか。 

２５点 

(１０点) 

事業費の 

妥当性 

・事業目的、内容に即した適切な経費が計上されているか。 

・総事業費が必要最小限で見積もられているか。 

１０点 

(４点) 

事業実績 
・類似事業の実績があり、事業が遂行できるノウハウを有す

るか。 

１５点 

(６点) 

合計 １００点 

 

評価基準／配点 ２５点 ２０点 １５点 １０点 

特に優れている ２５点 ２０点 １５点 １０点 

優れている ２０点 １６点 １２点 ８点 

普通 １５点 １２点 ９点 ６点 

やや劣る １０点 ８点 ６点 ４点 

劣る ５点 ４点 ３点 ２点 

【最低水準点】各評価項目のいずれも、各審査員の評価点の平均点が、最低水準点 

（４割）以上であること。 

 

※なお、参加者が１者になった場合でも評価を行い、最低水準点を設けた区分において各審査員

の評価点の平均が最低水準点（４割）以上を満たすとともに、各審査員の合計点の平均が６割

以上であれば、契約候補者として特定する。 

※ひめボス宣言事業所として認証を受けている場合は、各審査員の評点に１点を加算する。（コ

ンソーシアムの場合は代表者及びすべての構成事業者が認証を受けている場合のみ１点を加

算する。） 

※パートナーシップ構築宣言を行い、公式ポータルサイトで宣言文を公表している場合は、各審

査員の評点に１点を加算する。（コンソーシアムの場合は代表者及びすべての構成事業者が宣

言・公表を行っている場合のみ１点を加算する。） 

評価項目 評価の着眼点 
配点 

(最低水準点） 


